
（令和７年度版） 

 
 市では、経済的な理由により学校教育法に規定する高等学校課程（通信教育を除く）又は高等

専門学校課程（※1）の修学が困難な方を対象に、修学を奨励するための奨学金を貸与しています。 

 

１ 貸与資格 

 次のすべての資格を有する方 

 ⑴ 座間市内に居住し、市立中学校を良好な成績で卒業できる見込みの方 

 ⑵ 健康で品行方正な方 

 ⑶ 日本学生支援機構、又は他の公共団体から奨学金等を貸与される見込みのない方 

 

２ 奨学金の貸与額 

 ⑴ 公立高校等進学者 １０万円以内（無利子） 

 ⑵ 私立高校等進学者 ２０万円以内（無利子） 

 

３ 返還方法  高校等卒業１年経過後から３年以内に、月賦又は年賦により返還 

 

４ 提出書類（⑴及び⑵の書類は、各中学校及び下記問い合わせ先に用意してあります。） 

 ⑴ 奨学生願書（第１号様式） 

座間市内に居住する２名の保証人（親権者又は後見人１名及び独立の生計を営む成年の方

１名）が必要です。 

 ⑵ 家庭状況調書（第２号様式） 

 ⑶ 令和７年度 市民税・県民税課税（非課税）証明書（世帯で所得のある方全員） 

 ⑷ 住民票の写し（本人のみ） 

 ⑸ 合格通知書（原本。複写後、返却します。） 

 

５ 申請期限 令和８年１月１５日（木）から令和８年３月２日（月） 

※試験日程によって申請期限に間に合わない場合は、就学支援課に御相談ください。 

 

６ 申請先 各中学校又は下記事務担当 

 

７ その他 採否については、３月中旬に申請者へ通知します。 

 

※１「高等専門学校」については、文部科学省のホームページ内に「国公私立高等専門学校」のページがあります

ので、御覧ください。 

【事務担当】 

座間市緑ケ丘１丁目１番１号 座間市役所５階 

座間市教育委員会 就学支援課就学支援係 

TEL (０４６) ２５２－８７３９ 


